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閖上漁港の指定施設（ヨット陸置き保管施設）に係る 

指定管理者の指定について 

 

 

１ 施設概要  施設名 閖上漁港の指定施設（ヨット陸置き保管施設） 

        所在地 名取市閖上字東須賀地先 

             

２ 募集期間  令和４年７月１５日から令和４年８月３１日まで 

 

３ 応募団体    ①閖上ヨットハーバー管理運営共同事業体 

        ②特定非営利活動法人 海族ＤＭＣ 

 

４ 審査日程  第一次審査（書類審査）  令和４年 ９月 ７日から 

令和４年 ９月２８日まで 

        第二次審査（ヒアリング） 令和４年１０月２６日 

 

５ 審査方法  令和４年１０月２６日に宮城県水産林政部指定管理者選定委員会を開催 

し，公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条に規定する 

選定基準により，下記項目について審査を行い候補者を選定した。 

審査項目 審査の視点 配点 

計 画 の 内 容 

及 び 実 現 性 

・施設の設置目的を踏まえた管理運営方針になっているか。 

・人員体制及び配置計画は，施設の業務に十分対応できるもの

であるか。 

・施設の維持管理計画が適正であるか。 

・現金の取扱等，使用料の管理は適切であるか。 

・利用者サービス向上に向けた取組計画が計画されているか。 

・利用者の増加に向けた取組がなされているか。 

・利用者（学生等）に配慮した利用料金を設定しているか。  

・教育及びスポーツ振興の観点からの取組がなされているか。 

・事故の防止対策，事故が発生した際の体制づくりが的確にな

されているか。 

・防犯及び防災に対する対応体制が適切か。 

・個人情報保護の考え方は適切か。 

・情報の管理体制は適切か。 

４０点 

申 請 者 の 能 

力 

・安定的な運営が可能となる人的能力を備えているか。  

・安定的な運営が可能となる経理的な基盤を備えているか。  

・施設の管理実績は十分か。 

・事業に対する取組姿勢は適正か。 

４０点 

収 支 計 画 

・経費の積算，配分等が適切であり，実現性・具体性があるか。 

・宮城県の見込んでいる金額を超えていないか。 

・施設の管理，運営以外の目的に費用が計上されていないか。 

２０点 

 

６ 選定委員の氏名等 

 氏  名 所  属 ・ 職 

委  員  長 長 谷 川 新 宮城県水産林政部副部長（技術担当） 

副委員長 伊 藤 栄 明 宮城県小型船安全協会会長 

委   員 大 越 和 加 東北大学大学院農学研究科教授 

委   員 髙 橋 平 勝  宮城海区漁業調整委員会委員 

委 員 斎 藤 まゆみ  有限会社まるきた商店代表取締役 

委   員 堀 米   健 宮城県水産林政部副部長（技術担当） 
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７ 採点一覧表 

団体名 審査項目 
委員

Ａ 

委員

Ｂ 

委員

Ｃ 

委員

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 
合計 平均 摘要 

 

閖 上 ヨ

ッ ト ハ

ー バ ー

管 理 運

営 共 同

事業体 

計画の内容

及び実現性 28 27 27 25 29 29 165 27.5 

 

申 請 者 

の 能 力 28 28 28 26 28 28 166 27.7 

収 支 計 画 
12 12 15 12 15 12 78 13.0 

合 計 
68 67 70 63 63 69 409 68.2 

 

特 定 非

営 利 活

動 法 人 

海族 

ＤＭＣ 

計画の内容

及び実現性 31 32 32 32 32 31 190 31.7 

指定管理 

者候補者 

申 請 者 

の 能 力 30 30 30 30 32 32 184 30.7 

収 支 計 画 
12 14 13 13 15 14 81 13.5 

合 計 
73 76 75 75 79 77 455 75.9 

 

８ 指定管理者候補者の指定管理収支計画 ５年間合計 

   収入総額 ３０，０８５，０００円（うち県指定管理料 １１，８８５，０００円） 

   支出総額 ３０，０８５，０００円 

 

９ 指定管理者候補者 

   団 体 名 特定非営利活動法人 海族ＤＭＣ 

   代表者名 理事長 太見 洋介 

   所 在 地 宮城県亘理郡亘理町荒浜字鳥の海７番地６ 

 

10 指定期間  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

11 選定理由 

(1) 管理運営を行う人員体制が適切に計画されている。また，各スタッフへの外部講 

師による研修の実施等の人材育成や，ＳＮＳを活用したアンケート調査により利用 

者サービスの向上に努め，各種メディアを活用した情報発信による施設の利用促進 

のほか，多様な安全対策により十分な防犯，防災体制が構築されていると認められ 

ることから，施設の適正な利用が期待できる。 

(2) 当該団体は，施設の維持管理や海洋性レクリエーション事業に精通した職員で組 

織され，現在も公の施設の管理運営を受託しているなど，指定管理者としての能力 

を十分に有していると認められた。 

(3) 収支計画については，経費の節減を図り，効率的な管理運営ができるものと認め 

られるなど，県への貢献が期待できる。 

 

12 指定管理者候補者の指定 

宮城県水産林政部指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ，上記９の指定管理者

候補者を，令和４年１１月県議会の議決を経た上で，令和４年１２月１４日に指定管理

者に指定した。 


